
 
 

   

 

 

令和６年１月３１日 

 

   窓口営業時間変更（昼休業の導入）店の拡大について 
 

     真岡信用組合（理事長 塚田義孝）では、効率的かつ安全性の高い店舗運営を目的とし

て、窓口営業時間を変更（昼休業の導入）する店舗をこれまでの２店舗から全店舗に拡大す

ることとしましたので、お知らせします。 

   お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
１．実施日  
令和６年３月１日（金）より 

 
２．新たに昼休業を導入する店舗 

本店、益子支店、芳賀支店、荒町支店 
 ※七井支店および長田支店は既に導入済です。 

 
３．変更後の窓口営業時間  

 変 更 前 変 更 後 

営業時間 ９:００～１５:００ 
≪午前の部≫ ０９:００～１１:３０ 
≪午後の部≫ １２:３０～１５:００ 

休業時間  １１:３０～１２:３０ 

      ※ＡＴＭコーナーの営業時間に変更はございません。 

      以上 
 

もおしん ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ 

本件に関するお問い合わせ 

真岡信用組合業務部：０２８５－８２－３４９６ 


